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役員報酬規程 

（目的） 

第１条   この役員報酬規程は、社会福祉法人真愛（以下「法人」という。）の定款第

９条および第２３条の規定に基づき、法人の役員（理事・監事）および評議員

の報酬支給基準について定めることを目的とします。 

（報酬の種類及び交通費） 

第２条   理事長の報酬は月額１万円とします。 

２ 理事および監事は無報酬とします。ただし、税理士、弁護士または公認会計

士の業務に就いている理事および監事については、次項の報酬を支給します。 

３ 前項に規定する税理士、弁護士または公認会計士の業務に就いている理事お

よび監事、または評議員が理事会または評議員会に出席した場合、日額５千円

を支給します。 

４ 前項の報酬のほか、理事会、評議員会その他法人の運営に関する会議等に出

席した場合は交通費を支給します。 

５ 報酬および交通費の支給詳細については、別表１に定めます。 

（報酬の支払方法及び支払日） 

第３条   理事長に対する報酬は毎月支給することとし、支払日は法人の賃金規程【本

部】第３条を準用します。 

２ 次に掲げる法令等により徴収すべき金額を、支払時に控除して支給します。 

① 健康保険料 

② 厚生年金保険料 

③ 源泉所得税 

④ 住民税 

３ 月の中途で理事長に就任したまたは退任した場合、長期（１箇月以上）に渡

る育児、介護、傷病等があった場合の報酬は暦日による日割計算により報酬額

を算出するものとし、また死亡した場合の報酬は死亡した月分までを支給する

ものとします。 

４ 税理士、弁護士または公認会計士の業務に就いている理事および監事、また

は評議員に対する報酬および交通費の支払いは、理事会、評議員会その他法人

の運営に関する会議等に出席した都度支給するものとします。 

（公表） 

第４条   この法人は、この規程をもって社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める

報酬等の支給の基準として公表します。 
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付  則 

１ この役員報酬規程は２０１７年４月１日から実施します。 

２ ２０１８年４月１日より、次の事項を改訂します。 

  第１条の一部 

  第３条の一部 

 



別表１（理事長、理事、監事および評議員の報酬並びに交通費） 

 

役職名 報酬の額 交通費 

理事長 月額１０，０００円※１ 

実費支給 

（ただし、栄区および近隣 

地区[港南区・戸塚区・ 

鎌倉市等]在住者は 

原則支給しない） 

理事、監事 無報酬 

（ただし、税理士、弁護士、 

公認会計士等の業務に就いて

いる者は、理事会または 

評議員会への出席につき 

日額５，０００円※２） 

評議員 評議員会または理事会 

への出席につき 

日額５，０００円※２※３ 

 

※１ この額より、健康保険料、厚生年金保険料、源泉所得税、住民税を控除して支給する。 

※２ この額より、源泉所得税、住民税を控除して支給する。 

※３ 各年度の評議員全員への支給総額が１，０００，０００円を超えない範囲で支給する。 

 


